
【様式２】

市民意見公募手続の実施事案について

所管課名

　★意見提出期間が３０日未満となった理由

実施結果の
公表予定日

令和２年８月３１日（月）

策定根拠と
なる法令等

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）第4条及び第13条

国土強靭化基本計画（平成30年12月14日閣議決定）

愛媛県地域強靭化計画

政策等の案の
関係資料

総合政策部　防災・危機管理課

事案番号 12005

実施事案名 松山市国土強靭化地域計画（案）

政策等を策定
する趣旨，

目的及び背景

　普通地方公共団体 が定める国土強靭化地域計画は，地方公共団体での様々な分野の計画
等の指針となるもので，地域が直面する大規模自然災害のリスク等を踏まえて地方公共団体
が地域の強靭化を総合的かつ計画的に推進を図り ，住民の生命と財産を守るのみならず，
経済社会活動を安全に営むことができる地域づくりを通じて地域の経済成長に資するもので
す。
　本市でも，松山市総合計画が目指す本市の将来像を踏まえ，国土強靭化の観点から，大規
模自然災害などが発生しても致命的な被害を負わない「強さ」と，速やかに回復する「しな
やかさ」を併せ持つ，「強靭な松山」のまちをつくるための施策を総合的に推進する指針と
して，「松山市国土強靭化地域計画（案）」を作成しましたので，その内容について広く市
民の皆さまから御意見を募集します。


